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標準品

米トレーサビリティ法に基づく記録がなされかつ産地情報の伝達が可能な米穀であって、農産物検査法に基づく検査規格水稲うるち玄米1等合格品（正味30kg紙袋入り）の当年産のうち、以下の産
地品種銘柄

関東産コシヒカリ（茨城県産・栃木県産・千葉県産）

受渡供用品

コシヒカリ（茨城県産、栃木県産、千葉県産、福島県産[会津]、福島県産[中通り]、福島県産[浜通り]、新潟県産、富山県産、石川県産、福井県産、長野県産）
ひとめぼれ（岩手県産、宮城県産）、あきたこまち（秋田県産）、山形県産はえぬき、
北海道産ななつぼし・きらら397、青森県産つがるロマン・まっしぐら 　　　＜計19銘柄＞

•　受渡供用品について、等級、年産、包装の異なるものの範囲及びその格差については価格調整表において別途定める。
•　「用途限定米穀」及び「食用不適米穀」を受渡しに供することはできないことを価格調整表で規定。

呼値 60kg（1俵） 呼値の単位 10円

取引時間
日中取引　 9：00～15：30
夜間取引　17：00～19：00

限月 6か月以内の各限月（連続6限月制）

取引単位 6,000kg（100俵・200袋） 受渡単位 12,000kg（200俵・400袋）

サーキットブレー
カー（ＣＢ）の
運用

当初値幅　300円　（拡大値幅+300円）
①　1回目のＣＢが発動したときは、ＣＢ発動時刻から10分間立会を中断する。
②　ＣＢ幅を拡大（+300円、計600円）して立会を再開する。
③　2回目以降のＣＢが発動したときは、ＣＢ幅を拡張せず（600円のまま）、10分間中断し、立会を再開する。
ア　翌計算区域の当初値幅及び拡大値幅について、帳入値段が拡大後のＣＢ幅の上限値段/下限値段に達した限月（当月限は除く。)が２以上ある場合は、次のとおり拡大す
る。
　・当初値幅が300円のとき→400円（拡大値幅+400円）
　・当初値幅が400円のとき→500円（拡大値幅+500円）
　・当初値幅が500円のとき→500円（拡大値幅+500円）
イ　上記アによって当初値幅及び拡張値幅が拡大している場合、翌計算区域の当初値幅及び拡大値幅については、帳入値段が拡大後のＣＢ幅の上限値段/下限値段に達し
た限月（当月限は除く。）が１以下の場合は、次のとおり縮小する。
　・当初値幅が500円のとき→400円（拡大値幅+400円）
　・当初値幅が400円のとき→300円（拡大値幅+300円）
※本取引所が必要と認めるときは、中断時間及び拡大値幅を変更することがある。

建玉制限

納会日 当月限の属する月の20日（毎月20日） 受渡日 納会日の5営業日後

受渡場所 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県に所在する取引所が指定した営業倉庫（当事者間の合意に基づく受渡場所も可）

受渡方法/受渡手段 指定倉荷証券による置き場渡し（当事者間の合意に基づく手段、方法も可）

区分
1番限

２番限 ３番限 4番限以降
7、8月限 それ以外の月限

取引参加者（自己） 300枚 600枚 1,000枚 2,000枚 3,000枚

一般委託者・取次者 100枚 300枚 500枚 1,000枚 2,000枚

当業者 300枚 600枚 1,000枚 2,000枚 3,000枚


